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平成２９年 ４月１０日(月)

高山村立

高山小学校だより№１

〒382-0831 上高井郡高山村大字高井3455

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

☆村の宝 新入生5４名が元気に入学
写真は入学式の一場面です。元気いっぱいのピカピカ1年生

が，保護者の皆さんやたくさんの来賓の皆さんに見守られて，

高山小学校の仲間入りをしました。村長さん、教育長さん、

ＰＴＡ会長さんからお祝いの言葉をいただき、学校長からは

歓迎と励ましの言葉が贈られ、これから始まる義務教育９年

間のスタートを切りました。１年生を在校生と先生方が心よ

り歓迎し、高山村の宝として大切に育てていきます。

昨年度は、児童会を中心にあいさつ運動に一生懸命取り組

みました。おかげで元気で爽やかなあいさつができる子が増

えてきました。あいさつが飛び交う学校はみんなが仲良くな

っていじめが起きにく

くなります。人の話が

良く聴ける人は，相手

のことを思いやれる人

です。友だちとたくさ

ん遊べる人は，自分の

ことも相手のことも考

えて行動する経験がたくさんできます。みんなが仲良く、協

力し合って、安心安全に学校生活がおくれるように、職員も

精一杯努めていきたいと考えます。

☆チーム高山’H29がスタートしました！
本年度も学校目標は『ひとりだち ともそだち』です。

子ども達にも分かりやすくした合言葉は次通りです。

たくましく：課題をもち心も身体もたくましく意欲的に取り組む子どもに。

かしこく：学力・体力・心身共に成長する子どもに。やさしく：思いやりの

心をもち自分や友だちを大切にする豊かな心を持った子どもに。まなびあう：学び合い認め合い磨

き合いながら，共に成長する子どもに。

これらの目標に向かい，教師も児童もみんながチーム

になって頑張ります。４Pに、本校教育活動の方針を

トータルに示した、『グランドデザイン』を載せます

のでご覧ください。（保護者の皆様には、このグラン

ドデザインに基づく教育活動について、学校評価アン

ケートにもお答えいただくことになります。）

職員数は昨年度に比べて３名ほど減ってしまいまし

たが、職員のチーム力は健在です。保護者の皆さんと

力を合わせ、情報を共有しながら、子ども達が未来を

切り拓くお手伝いをさせていただきます。
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☆新しい先生方！ よろしくお願い致します！

H28年度末、９名の職員が転退職し寂しい思

いをしましたが、H29年度、新たに６名の職員

が着任しました。新任職員は高山小学校の皆さ

んと一緒に勉強できることをとても楽しみにし

て赴任しました。日本で一番美しい村のすてき

な小学校で，明るく素直で元気な子どもたちと，

どんなドラマがまっているのかわくわくドキドキです。よろしくお願いします。

全職員の組織等につきましては、学校要覧にて後日全家庭に配付致します。新任職員を含め、全職

員、一致団結して本校の児童の健やかな成長を支援します。

☆おねがいとお知らせ
（１）年度当初ですので，下校時刻について確認します。行事等で変更もありますので、具体的なこ

とについては、その都度各学年だよりをご参考下さい。なお、１年生はしばらく早いお帰りになりま

す。下記時刻の適用は、学年からの連絡に従って下さい。

1年 2年 3年 4年 5年 6年
月 曜 日 3:05 3:05 3:05 3:55 3:55 3:55
火 曜 日 3:05 3:55 3:55 3:55 3:55 3:55
水 曜 日 3:05 3:05 3:05 3:05 3:05 3:05
木 曜 日 3:05 3:55 3:55 3:55 3:55 3:55
金 曜 日 3:05 3:05 3:05 3:55 3:55 3:55
5/2（月） 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
家庭訪問中 12:50 12:50 12:50
家庭訪問がない学年 3:05 3:05 3:05

（２）本校は校内に人権ハラスメント委員会を設置しています。教職員や児童の間のいじめや人権・

セクハラに関すること等、気になることがありましたら是非、ご一報ください。連絡窓口は、保健室

（養護教諭 中村礼子）です。その他学校のことやお子さんのことなどで心配なことや学校の活動な

どについて質問等ありましたら、連絡帳を活用いただきご記入ください。電話でもよいです。また子

どものよさ等がありましたら、それも是非、情報をお寄せください。よい点も、改善したい点も、子

どもを取り巻くみなさんで共有し、連携していけたらと思います。自尊感情が高い子は，人の優しさ

を信じられる子です。そういう子はいじめをしない，学力も高い傾向があります。子どもの良いとこ

ろ，良くなったところを見逃さない指導を，学校と家庭が連携して心がけましょう。

（３）スクールカウンセラーは昨年同様大草先生です。毎週木曜日に来校します。カウンセリングを

希望する場合は，養護教諭・担任などに遠慮なく申し出て下さい。日程を調整させていただきます。

（４）本校は、一村一校の小学校であることもあり、村当局はじめ、新聞やテレビ等のメディアから

の取材を受けることが多く、各行事においてはケーブルテレビ等の映像取材もあります。また、さま

ざまな作品展等に児童の作品が出品され、氏名の掲載もあります。ホームページでも学校だよりや行

事等の情報が掲載されます。それらは個人情報ですので、写真や映像、氏名等について支障のあるご

家庭は、担任を通じて掲載等の不可の内容をお伝えください。特に連絡がない場合は、ご承諾いただ

いたものとさせていただきます。

宮下美智子 先生 須坂市立日野小学校より

中村 礼子 先生 長野市立吉田小学校より

髙橋 有紀 先生 須坂市より

松本 拓也 先生 須坂市立日野小学校より

松本いずみ 先生 三水第二小学校より

藤澤 順子 先生 須坂市より
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（５）ボランティアの随時募集について

本校は，地域に根ざし、地域の皆さんと力を合わせて教育活動にあたる、高山村共育コミュニティ

に参画しております。読み聞かせや書写・給食・清掃支援，授業支援・川柳教室やあそび，語らいな

ど様々な学校支援ボランティアの皆さんに来校いただき，教育活動を支えていただいております。PTA
活動の一環として，無理なく楽しんでやっていただく体制を整えております。これからも継続してい

ただけるとありがたいです。ボランティアは随時募集しておりますので，ご希望があればいつでも教

頭や職員に声をかけて下さい。ボランティア登録用紙は職員室入り口に設置してあります。

（６）わくわく村の申し込みについて

本校の大きな魅力であり特色でもある「わくわく村」は，親子のふれあい教養・体験講座です。

今年度も間もなく日程が示され，申し込みができるようになります。どの親子も１講座以上申し込む

ことができます。ご希望の範囲内でいくつでも大丈夫ですので，申し込みをお待ちしております。

ただし，申込が偏ったり多すぎる場合は調整させていただく場合もあります。よろしくお願いします。

（７）長野県教育委員会の体罰等相談について

高山小学校職員は，スピード違反・飲酒運転・体罰やスクールセクハラなどの非違行為のない学校

を心がけて職員研修や学習会を積み重ねております。県教育委員会でも以下の相談窓口がありますの

でご承知おき下さい。

（８）高山小学校は「ユネスコスクール」です。

高山小学校はユネスコスクールに認定されてから３年目に突入しました。昨年度は県内の ESD を

推進する学校や団体が集まって「信州 ESD コンソーシアム」の設立総会があり参加した他、６年生

が学びの成果を発表して参りました。また高山小中学校合同の職員研修を行い、小中職員が共通認識

を持つと共に小中が連携した ESD の推進ができるように努めております。県内ではまだまだ少数の

ユネスコスクールですが、今後どんどん増えると予想されます。本校はユネスコスクールの先進校と

して県内の ESD を牽引していく責務を担っております。特に次の２つを大事にしていきます。

①ふるさとの良さを知り、その魅力を支えたり発信する大人達の生き方に触れる体験活動を重視した

ふるさと学習を展開する。

②他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」「つながり」を尊重

できる個人を育む。

解り易く言い換えると，「高山村の豊かな自然や風土や歴史・文化の良さに触れ，誇りとし，村内外の人

々と積極的に交流し関わり合いながら，美しい自然や文化を守り尊重し，共に豊かに生きていくことのできる

人間性を育成する学校」ということです。この村で生まれ育つことは，子どもたちにとって何ものに

も代え難い貴重な財産であり，生涯にわたってアイデンティティとして心の根っこに据えられていく

はずです。高山小学校では，教育活動を行う際にそういう視点を大事にしていきます。昨年度は、本

校のこのような取り組みに対して村外から多くの賞賛の声をいただき励ましていただきました。今年

度も，学校・保護者・地域がスクラムを組み，未来を担う子どもたちのために、共に教育活動を推進

していただきますよう，お願い申し上げます。

※インフルエンザ特別警戒態勢です！
低学年を中心に、インフルエンザ B 型が大流行しています。学級閉鎖になるクラスも出てしまい

ました。全校で感染拡大を防ぐよう努めていきます。保護者の皆様もご協力下さい。①マスクを持参

させて下さい。②帰宅時は必ずうがい手洗いを。③感染が疑われるとき、体調が悪いときは無理に登

校させない。無理な登校は感染を拡大させます。以上よろしくお願い致します。

☆県教育委員会では、「体罰に関わる相談窓口」を設けています。下記まで、封書、電話、ファックス、

メ ー ル 等 で 相 談 が で き ま す の で 、 ご 活用ください。

 宛  先   長野県教育委員会義務教育課 「体罰に関わる相談窓口」宛 
住  所   〒380-8570 長野市南長野幅下 692-2 
電  話    026 - 235 – 7426（直通） 
F A X    026 - 235 – 7494 
Ｅ-mail   taibatsu-sodan@pref.nagano.lg.jp 


